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2023 年⽇本代表選考プロセスにおける 

新型コロナウイルス感染者に対する救済措置について 
(シニア・U23・WUG 共通) 

 
１．2 ⽉ 2000m エルゴトライアル 
① 対象： 
A）12 ⽉ 2000m エルゴトライアルで SBS 予選の参加資格となる体重別％IDT を越える記録を出せな 

かった選⼿（記録提出者のみ）で、令和 5 年 2 ⽉ 14 ⽇（⽕）から 2 ⽉ 26 ⽇（⽇）の間に新型コロ 
ナウイルス感染症と診断された選⼿、若しくは令和 5 年 2 ⽉ 19 ⽇（⽇）から 2 ⽉ 26 ⽇（⽇）の間 
に濃厚接触者に特定された選⼿。 

B）メダルポテンシャルアスリート（以下 MPA とする）及びポテンシャルアスリート（以下 PA とする） 
で、A）の選⼿同様の期間に新型コロナウイルス感染症と診断されたか濃厚接触者に特定された選⼿。 

 
②救済措置（A、B 共通）： 
・令和 5 年 2 ⽉ 27 ⽇（⽉）12：00 までに、「2023 年 2 ⽉エルゴメータートライアル記録報告⽤紙
（ シ ニ ア ・ U23 ・ WUG ・ U19 、 2 ⽉  24 ⽇ ( ⾦ )~26 ⽇ ( ⽇ ) 実 施 ）」
https://www.jara.or.jp/kyoka/current/2023022kergo.html 

に、「実施⽇」「体重」「2000m ergo time」「体重別％IDT」以外の項⽬をご記⼊の上、右の余⽩のカー
ソルに「〇⽉〇⽇新型コロナウイルス診断」等と理由を記載のうえ強化委員会までご提出ください。
この時点で「2 ⽉ 2000m エルゴトライアル救済措置対象候補者」（※１）となります。 

・令和 5 年 3 ⽉ 4 ⽇（⼟）13：00 までに強化委員会に SBS 予選の参加資格となる体重別％ID を提 
出してください。なお、その際に新型コロナウイルス感染症と診断されたことが分かる書類（医師の診 
断書、または PCR 検査陽性が確認できるもの）、また濃厚接触者の場合は、その旨と特定⽇がわかる

書類を代表者名で強化委員会宛にご作成（書式は任意）いただき、PDF で添付してご提出ください。こ
の時点で「2 ⽉ 2000m エルゴトライアル救済措置対象者」となり、令和 5 年 3 ⽉ 6 ⽇（⽉）SBS 予 
選スタートリストに掲載されます。 

※１：「2 ⽉ 2000m エルゴトライアル救済措置対象候補者」以外の体重別％IDT は受け付けませんので 
ご注意ください。 

 
 
２．SBS 予選タイムトライアル 
① 対象者： 
A）SBS 予選の参加資格を有している選⼿のうち、令和 4 年 12 ⽉〜令和 5 年 3 ⽉合宿に参加した選 



⼿、若しくは令和 4 年 12 ⽉⼜は令和 5 年 2 ⽉の 2000m エルゴトライアルにおいて体重別％ 
IDT94.5％（※２）を超えた選⼿で、令和 5 年 2 ⽉ 24 ⽇（⾦）から 3 ⽉６ ⽇（⽉）までの間に新 
型コロナウイルス感染症と診断された選⼿、及び令和 5 年 3 ⽉ 1 ⽇(⽔) から 3 ⽉ 6 ⽇（⽉）まで 
の間に濃厚接触者に特定された選⼿。なお、予備⽇が使⽤された場合は予備⽇も含みます。 

※２：WUG 及び U23 カテゴリーの選⼿は体重別％IDT93.5%になります。 
B）MPA 及び PA で、A）の選⼿同様の期間に新型コロナウイルス感染症と診断されたか濃厚接触者に特 

定された選⼿。 
 
② 救済措置（A、B 共通）： 

新型コロナウイルス感染症と診断されたことが分かる書類（医師の診断書、または PCR 検査陽性が 
確認できるもの）、また濃厚接触者の場合は、その旨と特定⽇がわかる書類を代表者名で強化委員会宛 
にご作成（書式は任意）いただき、PDF で添付してご提出いただくことで、SBS 本戦に進むことがで 
きます。 

 
 
３．SBS 本戦レース 
①対象者： 
A） SBS 予選における各カテゴリーの上位の選⼿（※３）で、令和 5 年 3 ⽉ 6 ⽇（⽉）から 3 ⽉ 18  

⽇（⼟）までの間に新型コロナウイルス感染症と診断された選⼿、及び令和 5 年 3 ⽉ 11 ⽇（⼟） 
から 3 ⽉ 18 ⽇（⼟）までの間に濃厚接触者に特定された選⼿。なお、予備⽇が使⽤された場合は予
備⽇も含みます。 

※３：LM1x、LW1x はそれぞれ 5 位まで、M1x、W1x、M2-、W2-はそれぞれ 3 位までの選⼿・クル 
ーになります。 

B） MPA で、A）の選⼿同様の期間に新型コロナウイルス感染症と診断されたか濃厚接触者に特定され
た選⼿。 

 
②救済措置（A、B 共通）： 

新型コロナウイルス感染症と診断されたことが分かる書類（医師の診断書、または PCR 検査陽性が 
確認できるもの）、また濃厚接触者の場合は、その旨と特定⽇がわかる書類を代表者名で強化委員会宛 
にご作成（書式は任意）いただき、PDF で添付してご提出ください。全⽇本選⼿権後に⾏われる最初 
の合宿若しくは WC２、３でテストを⾏います。テストの⽅法は未定です。 

（A の選⼿のみ） 
 

テストを終えるまでの期間の費⽤は⾃⼰負担となります。 
 

強化委員会 e-mail 宛先：kyoka@jara.or.jp  
 

以上 


